
医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

皮
フ
科

河
野
ク

リ
ニ
ッ
ク

河

野

秀

郎

別
府
市
荘
園
一
―
一

令

三
・

八
・

二

規

則

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
な
い
施
術
者
）
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

肥
料
の
登
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

肥
料
の
登
録
の
失
効
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

付
保
義
務
の
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

公

告

准
看
護
師
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六

〇
規

則

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
八
十
八
号

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
六
年
大
分
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
三
号
中
「
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等

に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
八
条
第
一
項
」

に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
裏
面
中
「
明
記
し
、
各
人
の
確
認
印
を
押
印
す
る
」
を
「
明
記
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
裏
面
中
「
償
還
金
す
べ
き
」
を
「
償
還
す
べ
き
」
に
、
「
延
滞
に
係
る
延
滞
」
を
「
延

滞
」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
裏
面
中
「
明
記
し
、
各
人
の
確
認
印
を
押
印
す
る
」
を
「
明
記
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

令

和

三

年

（ 金 曜 日 ）

第

二

四

七

号

十

月

一

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
十
月
一
日

一

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）



城
山
調
剤
薬
局
北

浜
店

株
式
会
社
ケ
ン
ミ

ン

杵
築
市
大
字
杵
築
六
六
五
―
七
五
〇

令

三
・

七
・

一

城
山
調
剤
薬
局
中

央
店

株
式
会
社
ケ
ン
ミ

ン

杵
築
市
大
字
杵
築
六
六
五
―
七
八
六

令

三
・

七
・

一

い
ち
ご
薬
局

株
式
会
社
コ
ウ
キ

佐
伯
市
常
盤
東
町
一
〇
番
一
六
号

令

三
・

七
・
一
〇

有
限
会
社
く
ら
う

ん
薬
局

有
限
会
社
く
ら
う

ん
薬
局

別
府
市
駅
前
町
一
一
番
一
七
号

令

三
・

八
・
一
六

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
秋
岡

秋

岡

貫
一
郎

津
久
見
市
徳
浦
本
町
七
番
三
号

令

三
・

八
・

一

村
上
医
院

医
療
法
人
翔
陽
会

宇
佐
市
安
心
院
町
木
裳
二
三
七
番
地

令

三
・

七
・

一

彦
陽
ク
リ
ニ
ッ
ク

社
会
医
療
法
人
小

寺
会

佐
伯
市
大
字
戸
穴
三
六
二
番
地
一

令

三
・
一
〇
・

一

あ
お
ぞ
ら
病
院

医
療
法
人
メ
デ
ィ

ケ
ア
ア
ラ
イ
ラ
ン

ス

国
東
市
国
東
町
小
原
二
六
五
〇
番
地

令

三
・

九
・

一

有
限
会
社
こ
こ
の

え
薬
局

有
限
会
社
こ
こ
の

え
薬
局

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
町
田
五
六
四
番
地

の
二

令

三
・

七
・

一

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
上

宮
永
店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

中
津
市
大
字
上
宮
永
字
友
ノ
町
九
番
五

令

三
・

八
・

一

有
限
会
社
竹
田
調

剤
薬
局

有
限
会
社
竹
田
調

剤
薬
局

竹
田
市
大
字
竹
田
一
八
九
六
―
二

令

三
・

九
・

一

ロ
・
セ
レ
ー
ノ
調

剤
薬
局

有
限
会
社
エ
ム
・

エ
イ
チ
・
エ
ス

国
東
市
国
東
町
小
原
二
七
二
一
―
二

令

三
・

九
・

一

有
限
会
社
ハ
シ
モ

ト
薬
局

有
限
会
社
ハ
シ
モ

ト
薬
局

国
東
市
安
岐
町
塩
屋
三
〇
八
番
地
一

令

三
・

九
・
一
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

廃
止
年
月
日

城
山
調
剤
薬
局
中

央
支
店

有
限
会
社
城
山
調

剤
薬
局

杵
築
市
大
字
杵
築
六
六
五
―
七
八
六

令

三
・

六
・
三
〇

㈲
城
山
調
剤
薬
局

北
浜
支
店

有
限
会
社
城
山
調

剤
薬
局

杵
築
市
大
字
杵
築
六
六
五
―
七
五
〇

令

三
・

六
・
三
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

施
術
者
の
氏
名

施

術

者

の

住

所

指
定
年
月
日

山

口

浩

二

福
岡
県
大
牟
田
市
本
町
四
―
四
―
一
八

ニ
ュ
ー
ス
カ
イ
二

二
マ
ン
シ
ョ
ン
四
〇
七
号

令

三
・

七
・

五

植

村

優

里

別
府
市
亀
川
浜
田
町
三
六
組
二

ウ
ィ
ン
デ
ィ
ア
五
五

二

〇
一

令

三
・

八
・
一
七

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
な
い
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
号

令
和
三
年
十
月
一
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）



指
定
年
月
日

種

類

題

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指

定

理

由

令
三
・

九
・
一
五

映

画

ス
ペ
ー
ス
・
エ
ロ
ス

乳
か
ら
の
メ
ッ
セ

ー
ジ

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

奥
様
は
痴
女

男
と
女
の
淫
ら
な
タ
ン
デ

ム

新
東
宝
映
画

〃

〃

愛
憎
の
う
ね
り

淫
乱
妻
と
よ
ば
れ
て

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

感
じ
る
人
妻
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｅ
電
車

新
東
宝
映
画

〃

〃

人
妻
・
痴
漢

私
は
淫
乱
・
・
・

新
東
宝
映
画

〃

〃

痴
漢
警
報

ゆ
び
這
う
車
内

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

発
禁
縛
り
夫
人

新
東
宝
映
画

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日

種

類

名

称

発
行
所
名
等

指

定

理

由

令
三
・

九
・
一
五

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

月
刊
九
月
号

㈱
大
洋
図
書

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
著
し
く
青

少
年
に
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐
性
を

植
え
付
け
、
又
は

著
し
く
青
少
年
の

犯
罪
若
し
く
は
自

殺
を
誘
発
し
、
そ

の
健
全
な
育
成
を

害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

〃

〃

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

九
月
号

㈱
鉄
人
社

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

登

録

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
一
二
八
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
炭

酸
苦
土

石
灰
肥

料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
六

番
七
号

令
元
・

一
一
・
一
九

大
分
県
肥
第

一
一
二
九
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
粒

状
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
六

番
七
号

令
元
・

一
一
・
一
九

炭
酸
カ
ル

五
三
・

一
〇
炭

ア
ル
カ
リ
分

そ
の
他
の
制
限

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
ビ

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
を
登
録
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
十
月
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）



大
分
県
肥
第

一
一
三
〇
号

シ
ウ
ム
肥

料

酸
苦
土

石
灰
肥

料

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

ジ
ネ
ス
九
州

宇
佐
市
大
字
山
本
一
九

九
〇
番
地

令
元
・

一
一
・
一
九

大
分
県
肥
第

一
一
三
一
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
粒

状
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
ビ

ジ
ネ
ス
九
州

宇
佐
市
大
字
山
本
一
九

九
〇
番
地

令
元
・

一
一
・
一
九

大
分
県
肥
第

一
一
三
二
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
二
・

三
・
二
四

大
分
県
肥
第

一
一
三
三
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
Ｈ
Ｍ

三
三
一

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
二
・

三
・
二
四

大
分
県
肥
第

一
一
三
四
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

令
二
・

三
・
二
四

大
分
県
肥
第

一
一
三
五
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
粒
状

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

令
二
・

三
・
二
四

大
分
県
肥
第

一
一
三
六
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

株
式
会
社
丸
京
石
灰

津
久
見
市
徳
浦
二
〇
五

二
番
地
の
五

令
二
・

五
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
一
三
七
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
粒
状

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

株
式
会
社
丸
京
石
灰

津
久
見
市
徳
浦
二
〇
五

二
番
地
の
五

令
二
・

五
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
一
三
八
号

混
合
有
機

質
肥
料

八
三
〇

有
混

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
二
・

五
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
一
三
九
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
炭

酸
苦
土

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

宇
部
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
株

式
会
社

山
口
県
宇
部
市
大
字
小

串
一
九
八
五
番
地

令
二
・

八
・

七

大
分
県
肥
第

一
一
四
〇
号

副
産
植
物

質
肥
料

発
酵
副

産
肥
料

Ｋ

窒
素
全
量

二
・
〇

加
里
全
量

七
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
二
・

八
・
一
二

大
分
県
肥
第

一
一
四
一
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
Ｍ
八

二
一

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
二
・

一
一
・

六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

及

び

住

所

登
録
有
効

期

限

大
分
県
肥
第

六
九
四
号

消
石
灰

六
五
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
九
・

八
・
二
四

五
四
・

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
十
月
一
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）



大
分
県
肥
第

六
九
五
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

〇
炭
酸

カ
ル
シ

ウ
ム
肥

料

ア
ル
カ
リ
分

五
四
・
〇

そ
の
他
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
九
・

八
・
二
四

大
分
県
肥
第

六
九
六
号

消
石
灰

一
七
・

〇
苦
土

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

く
溶
性
苦
土

一
七
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
九
・

八
・
二
四

大
分
県
肥
第

七
五
二
号

消
石
灰

六
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
八
・

一
二
・
一
四

大
分
県
肥
第

八
二
〇
号

乾
燥
菌
体

肥
料

六
・
五

乾
燥
酵

母
肥
料

三
号

窒
素
全
量

六
・
五

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
有
楽

町
一
丁
目
一
番
三
号

令
五
・

一
二
・

四

大
分
県
肥
第

八
二
一
号

乾
燥
菌
体

肥
料

六
・
五

乾
燥
酵

母
肥
料

四
号

窒
素
全
量

六
・
五

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
有
楽

町
一
丁
目
一
番
三
号

令
五
・

一
二
・

四

大
分
県
肥
第

八
六
一
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

六
・
〇

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

く
溶
性
苦
土

六
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
六

番
七
号

令
八
・

五
・

四

大
分
県
肥
第

八
六
三
号

副
産
苦
土

肥
料

二
〇
・

〇
副
産

塩
基
性

苦
土
肥

料

く
溶
性
苦
土

二
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

江
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社宮
崎
県
都
城
市
金
田
町

一
九
四
九
番
地
六

令
五
・

六
・
一
四

大
分
県
肥
第

八
〇
・

ア
ル
カ
リ
分

そ
の
他
の
規
格

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社

令
九
・

八
七
五
号

生
石
灰

〇
生
石

灰

八
〇
・
〇

該
当
な
し

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

四
・
二
四

大
分
県
肥
第

八
七
六
号

消
石
灰

六
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

令
九
・

四
・
二
四

大
分
県
肥
第

八
七
七
号

消
石
灰

六
五
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

令
九
・

四
・
二
四

大
分
県
肥
第

八
七
八
号

消
石
灰

七
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

令
九
・

四
・
二
四

大
分
県
肥
第

九
一
一
号

生
石
灰

九
五
・

〇
生
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

九
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

株
式
会
社
丸
京
石
灰

津
久
見
市
徳
浦
二
〇
五

二
番
地
の
五

令
八
・

一
二
・

四

大
分
県
肥
第

九
一
四
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
九
・

二
・

四

大
分
県
肥
第

九
五
八
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

八
・
〇

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

く
溶
性
苦
土

八
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

古
手
川
産
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
四
号

令
九
・

七
・

四

大
分
県
肥
第

九
七
五
号

消
石
灰

六
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

江
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社宮
崎
県
都
城
市
金
田
町

一
九
四
九
番
地
六

令
九
・

一
・
二
四

大
分
県
肥
第

九
七
六
号

消
石
灰

六
五
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

江
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社宮
崎
県
都
城
市
金
田
町

一
九
四
九
番
地
六

令
九
・

一
・
二
四

含
有
を
許
さ
れ

令
和
三
年
十
月
一
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）



大
分
県
肥
第

九
九
一
号

乾
燥
菌
体

肥
料

七
・
〇

乾
燥
酵

母
肥
料

二
号

窒
素
全
量

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
有
楽

町
一
丁
目
一
番
三
号

令
五
・

一
・
二
四

大
分
県
肥
第

一
〇
〇
二
号

消
石
灰

七
三
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

七
三
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

江
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社宮
崎
県
都
城
市
金
田
町

一
九
四
九
番
地
六

令
九
・

八
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
〇
〇
三
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

令
九
・

五
・
一
九

大
分
県
肥
第

一
〇
一
一
号

消
石
灰

七
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

株
式
会
社
丸
京
石
灰

津
久
見
市
徳
浦
二
〇
五

二
番
地
の
五

令
九
・

五
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
〇
一
四
号

消
石
灰

七
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

江
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社宮
崎
県
都
城
市
金
田
町

一
九
四
九
番
地
六

令
九
・

七
・
二
四

大
分
県
肥
第

一
〇
三
〇
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

株
式
会
社
丸
京
石
灰

津
久
見
市
徳
浦
二
〇
五

二
番
地
の
五

令
八
・

六
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
〇
三
一
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
粒
状

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

株
式
会
社
丸
京
石
灰

津
久
見
市
徳
浦
二
〇
五

二
番
地
の
五

令
八
・

六
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
〇
三
二
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
粒
状

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

米
庄
石
灰
工
業
株
式
会

社津
久
見
市
合
ノ
元
町
一

番
一
八
号

令
八
・

九
・
二
六

大
分
県
肥
第

副
産
植
物

Ｒ
Ｂ
四

窒
素
全
量

一
・
〇

そ
の
他
の
規
格

日
本
薬
品
開
発
株
式
会

社

令
八
・

一
〇
三
七
号

質
肥
料

一

加
里
全
量

五
・
〇

該
当
な
し

兵
庫
県
伊
丹
市
北
伊
丹

七
―
九
八

八
・
一
〇

大
分
県
肥
第

一
〇
四
二
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
五
―

四

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
二
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
〇
四
四
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
四
―

四
号

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
五
・

五
・
三
〇

大
分
県
肥
第

一
〇
四
六
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
八
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
八
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
六

番
七
号

令
九
・

四
・

六

大
分
県
肥
第

一
〇
四
八
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
三
三

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
六
・

五
・
一
一

大
分
県
肥
第

一
〇
六
七
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
粒
状

炭
酸
苦

土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
ビ

ジ
ネ
ス
九
州

宇
佐
市
大
字
山
本
一
九

九
〇
番
地

令
八
・

五
・
一
四

大
分
県
肥
第

一
〇
六
九
号

副
産
植
物

質
肥
料

廃
糖
蜜

醗
酵
副

産
肥
料

二
号

窒
素
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

八
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

菱
東
肥
料
株
式
会
社

大
分
市
豊
海
三
丁
目
三

番
一
号

令
九
・

五
・
一
三

大
分
県
肥
第

一
〇
七
〇
号

副
産
植
物

質
肥
料

廃
糖
蜜

醗
酵
副

産
肥
料

窒
素
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

菱
東
肥
料
株
式
会
社

大
分
市
豊
海
三
丁
目
三

令
九
・

五
・
一
三

令
和
三
年
十
月
一
日

六

大
分
県
報
（
告
示
）



三
号

九
・
〇

番
一
号

大
分
県
肥
第

一
〇
七
七
号

混
合
有
機

質
肥
料

く
み
あ

い
は
っ

こ
う
米

ぬ
か
入

り
混
合

有
機
質

肥
料
二

号

窒
素
全
量

二
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

菱
東
肥
料
株
式
会
社

大
分
市
豊
海
三
丁
目
三

番
一
号

令
七
・

九
・
二
三

大
分
県
肥
第

一
〇
七
八
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
五
二

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
〇
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

魚
廃
物

加
工
肥

料
六
六

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
二
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
五
七

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

七
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
三
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
六
六

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

混
合
有
機

混
合
有

窒
素
全
量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

令
四
・

一
〇
八
四
号

質
肥
料

機
質
肥

料
四
三

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
五
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
六
三

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
六
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
八
三

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
七
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
八
六

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
九
六
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
五
二

特
号

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
二
・

四

大
分
県
肥
第

一
〇
九
七
号

混
合
有
機

質
肥
料

ぼ
か
し

入
り
混

合
有
機

質
肥
料

五
三
一

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

一
二
・

四

大
分
県
肥
第

副
産
植
物

廃
糖
密

醗
酵
副

窒
素
全
量

一
・
〇

そ
の
他
の
規
格

ジ
ェ
イ
カ
ム
ア
グ
リ
株

式
会
社

令
八
・

令
和
三
年
十
月
一
日

七

大
分
県
報
（
告
示
）



一
〇
九
八
号

質
肥
料

産
肥
料

二
号

加
里
全
量

八
・
〇

該
当
な
し

東
京
都
千
代
田
区
神
田

須
田
町
二
丁
目
六
番
六

号

八
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
〇
九
九
号

副
産
植
物

質
肥
料

廃
糖
密

醗
酵
副

産
肥
料

三
号

窒
素
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

九
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

ジ
ェ
イ
カ
ム
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田

須
田
町
二
丁
目
六
番
六

号

令
八
・

八
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
一
〇
〇
号

消
石
灰

六
五
・

〇
肥
料

用
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
六

番
七
号

令
八
・

九
・

二

大
分
県
肥
第

一
一
〇
一
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
四
三

二

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
五
・

一
〇
・

二

大
分
県
肥
第

一
一
〇
四
号

消
石
灰

七
三
・

〇
肥
料

用
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

七
三
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
六

番
七
号

令
九
・

三
・
一
〇

大
分
県
肥
第

一
一
〇
五
号

副
産
植
物

質
肥
料

六
・
〇

副
産
酵

母
肥
料

六
号

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

九
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
有
楽

町
一
丁
目
一
番
三
号

令
九
・

七
・

一

大
分
県
肥
第

一
一
〇
六
号

蒸
製
骨
粉

二
二
・

二
豚
骨

粒

窒
素
全
量

二
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
二
・
〇

そ
の
他
の
制
限

限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

深
田
産
業
有
限
会
社

大
分
市
大
字
皆
春
一
七

九
番
地
の
五

令
九
・

七
・

一

大
分
県
肥
第

一
一
一
五
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
М
三

三
一

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
七
・

九
・
二
五

一
・
〇

の
と
お
り

大
分
県
肥
第

一
一
一
七
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
ペ
レ

ッ
ト
六

六
号

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
五
・

八
・
三
一

大
分
県
肥
第

一
一
二
四
号

乾
燥
菌
体

肥
料

五
・
〇

乾
燥
酵

母
肥
料

二
号

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
有
楽

町
一
丁
目
一
番
三
号

令
六
・

七
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

変
更
の
内
容

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

変

更

年
月
日

変

更

事

項

変
更
前

変
更
後

大
分
県
肥
第

一
一
一
一
号

消
石
灰

七
三
・

〇
粒
状

消
石
灰

氏
名
又

は
名
称

合
資
会
社

三
和
窯
業

所

株
式
会
社

三
和
窯
業

所

株
式
会
社
三
和
窯
業

所豊
後
大
野
市
三
重
町

赤
嶺
三
〇
六
一
番
地

一

令
二
・

一
・
一
〇

大
分
県
肥
第

八
六
三
号

副
産
苦
土

肥
料

二
〇
・

〇
副
産

塩
基
性

苦
土
肥

料

住
所

宮
崎
県
都

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

宮
崎
県
都

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

江
藤
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

宮
崎
県
都

宮
崎
県
都

江
藤
石
灰
工
業
株
式

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
十
月
一
日

八

大
分
県
報
（
告
示
）



大
分
県
肥
第

八
八
五
号

消
石
灰

二
〇
・

〇
苦
土

消
石
灰

住
所

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

大
分
県
肥
第

八
八
六
号

消
石
灰

一
五
・

〇
苦
土

消
石
灰

住
所

宮
崎
県
都

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

宮
崎
県
都

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

江
藤
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

大
分
県
肥
第

九
六
九
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

住
所

宮
崎
県
都

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

宮
崎
県
都

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

江
藤
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

大
分
県
肥
第

九
七
五
号

消
石
灰

六
〇
・

〇
消
石

灰

住
所

宮
崎
県
都

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

宮
崎
県
都

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

江
藤
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

大
分
県
肥
第

九
七
六
号

消
石
灰

六
五
・

〇
消
石

灰

住
所

宮
崎
県
都

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

宮
崎
県
都

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

江
藤
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
〇
〇
二
号

消
石
灰

七
〇
・

〇
消
石

灰

住
所

宮
崎
県
都

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

宮
崎
県
都

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

江
藤
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
〇
一
四
号

消
石
灰

七
三
・

〇
消
石

灰

住
所

宮
崎
県
都

城
市
都
北

町
一
五
六

九
番
地
一

宮
崎
県
都

城
市
金
田

町
一
九
四

九
番
地
六

江
藤
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
都
城
市
金
田

町
一
九
四
九
番
地
六

令
二
・

三
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
一
〇
六
号

蒸
製
骨
粉

二
二
・

二
豚
骨

粒

肥
料
の

名
称

蒸
製
骨
粉

二
二
・
二

豚
骨
粒

深
田
産
業
有
限
会
社

大
分
市
大
字
皆
春
一

七
九
番
地
の
五

令
三
・

一
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
一
一
三
号

蒸
製
骨
粉

二
〇
・

三
豚
骨

粉

肥
料
の

名
称

蒸
製
豚
骨

粉

二
〇
・
三

豚
骨
粉

深
田
産
業
有
限
会
社

大
分
市
大
字
皆
春
一

七
九
番
地
の
五

令
三
・

一
・
二
七

大
分
県
肥
第

八
六
一
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

六
・
〇

炭
酸
苦

土
石
灰

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

八
九
六
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
四
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

八
九
七
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

八
九
八
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
・
〇

炭
酸
苦

土
石
灰

肥
料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

九
〇
一
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

九
〇
三
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

〇
炭
酸

カ
ル
シ

ウ
ム
肥

料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

九
六
五
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

六
・
〇

炭
酸
苦

土
石
灰

肥
料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
〇
一
六
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
粒
状

炭
酸
苦

土
石
灰

肥
料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

令
和
三
年
十
月
一
日

九

大
分
県
報
（
告
示
）



大
分
県
肥
第

一
〇
四
六
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
八
・

〇
炭
酸

苦
土
石

灰

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
〇
六
一
号

生
石
灰

生
石
灰

九
五
・

〇

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
一
〇
〇
号

消
石
灰

六
五
・

〇
肥
料

用
消
石

灰

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
一
〇
四
号

消
石
灰

七
三
・

〇
肥
料

用
消
石

灰

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
一
二
一
号

混
合
石
灰

肥
料

微
量
要

素
入
り

炭
酸
苦

土
石
灰

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
一
二
八
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
炭

酸
苦
土

石
灰
肥

料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

大
分
県
肥
第

一
一
二
九
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
粒

状
苦
土

石
灰
肥

料

生
産
業

者
の
住

所

津
久
見
市

合
ノ
元
町

六
番
七
号

津
久
見
市

合
ノ
元
町

五
番
一
八

号

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト

工
業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町

五
番
一
八
号

令
三
・

二
・
一
六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

失

効

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
〇
二
五
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

マ
リ
ン

ソ
イ
ル

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
は
、
公

定
規
格
の
と
お

り

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

大
分
市
府
内
町
三
丁
目

五
番
七
号

令
三
・

七
・
二
五

大
分
県
肥
第

一
〇
四
三
号

混
合
有
機

質
肥
料

粒
状
混

合
有
機

質
肥
料

六
六
〇

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
元
・

一
二
・
二
八

大
分
県
肥
第

一
〇
四
五
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

五
三
炭

酸
苦
土

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
六

番
七
号

令
二
・

八
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
七
九
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

魚
廃
物

加
工
肥

料
四
・

五
の
二

窒

素

全

量

四
・
五

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
元
・

一
〇
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
〇
八
一
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

魚
廃
物

加
工
肥

料
七
一

窒
素
全
量

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
元
・

一
〇
・
二
七

大
分
県
肥
第

七
―
一

窒
素
全
量

七
・
〇

そ
の
他
の
制
限

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

令
三
・

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
十
月
一
日

一
〇

大
分
県
報
（
告
示
）



一
一
〇
三
号

肉
骨
粉

一
肉
骨

粉

り
ん
酸
全
量

一
一
・
〇

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

一
・
一
五

大
分
県
肥
第

一
一
一
一
号

消
石
灰

七
三
・

〇
粒
状

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
三
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

株
式
会
社
三
和
窯
業
所

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤

嶺
三
〇
六
一
番
地
一

令
三
・

一
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
蒲
江
大
字
畑
野
浦
字
西
河
内
奥
一
二
三
六
番
一
・
字
ク
イ
チ
ガ
イ
二
〇
九
四
番
八
・
字
カ
ン
ガ

ハ
タ
二
〇
九
五
番
一
・
字
仁
田
ノ
奥
二
二
一
三
番
一
・
二
二
一
三
番
六
〇
・
二
二
一
三
番
六
一
・
字
シ
ゲ

ジ
二
四
一
三
番
一
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
西
河
内
奥
一
二
八
七
番

一
、
字
白
ケ
平
一
九
三
九
番
一
、
字
弓
ノ
谷
二
〇
〇
一
番
一
、
二
〇
〇
二
番
一
か
ら
二
〇
〇
二
番
三
ま

で
、
二
〇
〇
二
番
六
、
二
〇
〇
二
番
七
、
二
〇
〇
三
番
、
二
〇
〇
五
番
、
二
〇
〇
六
番
、
字
渕
ノ
本
二
〇

八
九
番
一
、
字
ウ
戸
二
〇
九
一
番
一
、
二
〇
九
一
番
二
、
二
〇
九
二
番
三
、
字
ク
イ
チ
ガ
イ
二
〇
九
四
番

一
、
二
〇
九
四
番
二
、
字
仁
田
ノ
奥
二
二
一
三
番
五
八
、
二
二
一
三
番
六
三
、
字
上
小
倉
二
二
四
九
番
、

字
シ
ゲ
ジ
二
四
一
三
番
五
〇
、
字
大
双
津
二
六
九
八
番
二

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

臼
杵
市
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

国
東
市
安
岐
町
塩
屋
千
六
百
三
十
九
番
地

齋
藤

信
二

国
東
市
安
岐
町
下
原
五
百
八
番
地
三
十
六

市
営
楓
江
住
宅
十
一
―
一

木
村

純

国
東
市
安
岐
町
下
原
四
百
五
十
番
地
十
一

山
内

智
和

２

加
入
区

安
岐
町
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

令
和
三
年
十
月
一
日

一
一

大
分
県
報
（
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

国
東
市
安
岐
町
下
原
二
千
二
百
三
十
五
番
地
の
十
七

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
安
岐
支
店
事
務
所

大
分
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

杵
築
市
大
字
守
江
三
千
七
百
五
番
地

高
平

修
子
郎

杵
築
市
大
字
守
江
三
千
七
百
八
十
九
番
地
五

平
井

政
広

杵
築
市
大
字
守
江
三
千
七
百
四
十
二
番
地
四
十
一

堀

靖
昭

２

加
入
区

守
江
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

杵
築
市
大
字
守
江
四
千
七
百
七
十
七
番
地
の
五

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
杵
築
支
店
事
務
所

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

速
見
郡
日
出
町
大
字
大
神
五
千
八
百
五
番
地
二
十
一

中
山

公
夫

速
見
郡
日
出
町
大
字
大
神
五
千
七
十
六
番
地
九

北
野

和
貴

速
見
郡
日
出
町
大
字
大
神
五
千
八
百
四
十
九
番
地

清
家

和
彦

２

加
入
区

大
神
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

速
見
郡
日
出
町
大
字
大
神
五
千
四
百
十
八
番
地

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
日
出
支
店
事
務
所

令
和
三
年
十
月
一
日

一
二

大
分
県
報
（
告
示
）



道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

備
考

県
道
地
蔵
峠

小
田
原
線

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
カ
ゲ

ノ
木
四
九
八
番
一
地
先
か
ら

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
森
ノ

木
七
八
番
地
先
ま
で

前

Ａ

一
六
・
〇

〜
一
四
・
二

五
五
・
四

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

後

Ａ

一
六
・
〇

〜
一
四
・
二

五
五
・
四

Ｂ

三
〇
・
〇

〜

七
・
二

七
二
・
九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
地
蔵
峠
小
田
原
線

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
カ
ゲ
ノ
木
四
九
八
番
一
地
先

か
ら

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
森
ノ
木
七
八
番
地
先
ま
で

令
三
・
一
〇
・

一

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
准
看
護
師

試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
日
時

令
和
四
年
二
月
十
五
日
（
火
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

※
試
験
日
時
は
、
天
候
、
天
災
等
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

二

試
験
場
所

別
府
大
学

別
府
市
北
石
垣
八
十
二

三

試
験
科
目

人
体
の
仕
組
み
と
働
き

食
生
活
と
栄
養

薬
物
と
看
護

疾
病
の
成
り
立
ち

感
染
と
予
防

看
護
と
倫
理

患
者
の
心
理

保
健
医
療
福
祉
の
仕
組
み

看
護
と
法
律

基
礎
看
護

成
人
看
護

老
年
看
護

母
子
看
護

精
神
看
護

四

受
験
資
格

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指

令
和
三
年
十
月
一
日

一
三

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）



定
し
た
学
校
に
お
い
て
二
年
の
看
護
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者
（
令
和
四
年
三
月
ま
で
に
修
業
す
る

見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

２

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
准
看
護
師

養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
令
和
四
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

３

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指

定
し
た
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）

に
お
い
て
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
令
和
四
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す

る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

４

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指

定
し
た
学
校
に
お
い
て
三
年
以
上
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な
学
科
を
修
め
た
者
（
令
和
四
年
三
月
ま

で
に
修
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

５

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指

定
し
た
看
護
師
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
令
和
四
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

６

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る

免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
３
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能

を
有
す
る
と
認
め
た
も
の

７

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る

免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
６
に
該
当
し
な
い
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
都
道

府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

五

試
験
方
法

四
肢
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験

六

受
験
手
続

１

受
験
願
書
の
請
求

ア

請
求
先

大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
看
護
班
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三

丁
目
一
番
一
号

電
話
番
号
〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
六
五
四
）

イ

請
求
方
法

郵
送
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
准
看
護
師
試
験
願
書
請
求
」
と
明
記
し
、
返
信
用
封
筒

を
同
封
す
る
こ
と
。

返
信
用
封
筒
は
角
二
型
と
し
、
宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
の
上
、
百
四
十
円
分
の
切
手
（
複
数

部
を
請
求
す
る
場
合
は
必
要
相
当
額
分
の
切
手
）
を
貼
付
す
る
こ
と
。

ウ

請
求
期
間

令
和
三
年
十
一
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
火
曜
日
）
ま
で

な
お
、
郵
送
に
よ
る
受
付
は
十
一
月
三
十
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
る
。

エ

県
外
居
住
者
は
、
ア
の
請
求
先
へ
の
電
話
連
絡
後
に
請
求
す
る
こ
と

※
県
外
居
住
者
の
受
験
に
つ
い
て
は
、
会
場
等
の
都
合
で
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
る
の
で
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
四
年
一
月
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
火
曜
日
）
ま
で

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
令
和
四
年
一
月
十
一
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
る
。

３

受
験
願
書
の
提
出
先

１
の
ア
に
同
じ
。

ア

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
封
筒
に
「
准
看
護
師
試
験
受
験
願
書
在
中
」
と
明
記
し
、
書
留
郵
便
で
送

付
す
る
こ
と
。

イ

持
参
に
よ
る
受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

七

提
出
書
類

１

受
験
願
書

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
は
、
戸
籍
記
載
の
と
お
り
記
入
す
る
こ
と
。

２

卒
業
（
見
込
み
）
証
明
書

受
験
願
書
下
段
の
卒
業
（
見
込
み
）
証
明
書
欄
に
、
養
成
所
（
学
校
）
長
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
。

３

写
真
票

ア

写
真
は
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
を
貼
付
す
る
こ
と
。

イ

写
真
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

ウ

写
真
票
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

４

四
の
６
に
該
当
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
交
付
し
た
看
護
師
国
家
試
験
受
験
資
格
認
定
書
の
写

し
（
大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
に
当
該
認
定
書
の
原
本
を
提
示
し
、
原
本
照
合
を
受
け
た
も

の
）

５

四
の
７
に
該
当
す
る
者
は
、
大
分
県
知
事
が
交
付
し
た
准
看
護
師
試
験
受
験
資
格
認
定
書
の
写
し

（
大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
に
当
該
認
定
書
の
原
本
を
提
示
し
、
原
本
照
合
を
受
け
た
も
の
）

八

試
験
手
数
料

六
千
九
百
円

令
和
三
年
十
月
一
日

一
四

大
分
県
報
（
公
告
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

１

大
分
県
収
入
証
紙
六
千
九
百
円
分
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。

ア

大
分
県
収
入
証
紙
は
消
印
し
な
い
こ
と
。

イ

収
入
印
紙
と
間
違
え
な
い
こ
と
。

２

県
外
の
受
験
者
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
か
、
又
は
郵
便
局
が
発
行
す
る
定

額
小
為
替
証
書
若
し
く
は
普
通
為
替
証
書
を
同
封
し
、
書
留
郵
便
で
送
付
す
る
こ
と
。

３

受
験
願
書
を
受
理
し
た
後
は
、
試
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

九

受
験
票
の
交
付

１

受
験
願
書
を
提
出
し
た
者
に
は
、
受
験
票
を
交
付
す
る
。

２

交
付
の
時
期
は
、
令
和
四
年
一
月
下
旬
頃
と
す
る
（
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で
に

受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
に
は
、
十
七
の
問
合
せ
先
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。
）
。

３

受
験
票
は
、
試
験
当
日
に
必
ず
持
参
す
る
こ
と
。

十

受
験
に
伴
う
配
慮

視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
に
障
害
を
有
す
る
者
で
受
験
を
希
望
す
る
も
の
、
そ
の
他
受

験
に
際
し
配
慮
が
必
要
な
場
合
は
、
令
和
四
年
一
月
十
一
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
大
分
県
福
祉
保
健
部
医

療
政
策
課
看
護
班
宛
て
申
し
出
る
こ
と
。
申
し
出
た
者
に
つ
い
て
は
、
受
験
の
際
に
そ
の
障
害
の
状
態
に

応
じ
て
必
要
な
配
慮
を
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一

災
害
等
に
関
す
る
注
意
事
項

災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
、
試
験
開
始
時
間
が
遅
れ
る
場
合
や
試
験
が
実
施
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

試
験
が
実
施
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
後
日
再
試
験
を
実
施
す
る
。
再
試
験
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

十
二

受
験
の
無
効

卒
業
見
込
み
証
明
書
で
受
験
し
た
者
は
、
令
和
四
年
三
月
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
卒
業
証
明
書
を
提

出
す
る
こ
と
（
必
着
）
。
同
日
ま
で
に
卒
業
証
明
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
験
を

無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
提
出
期
限
以
後
に
卒
業
式
が
施
行
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
前
に
大
分
県
福

祉
保
健
部
医
療
政
策
課
ま
で
申
出
を
行
い
、
必
要
と
す
る
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

十
三

合
格
発
表

１

令
和
四
年
三
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
に
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
県
庁
舎
本
館
一
階
県
政

展
示
ホ
ー
ル
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
（
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
掲
載
は
、
シ
ス
テ
ム
の
都
合
上
、
多
少
遅
れ
る
場
合
が
あ
る
。
）
。

２

電
話
で
の
試
験
結
果
の
問
い
合
わ
せ
に
は
応
じ
な
い
。

十
四

合
格
証
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

十
五

試
験
結
果
の
開
示

こ
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第

二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
以
下
の
要
領
で
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

開
示
の
対
象
と
す
る
内
容

総
合
得
点

２

開
示
場
所

大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課

３

開
示
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
）
を
除
く
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。
）

４

開
示
請
求
で
き
る
者

受
験
者
本
人

５

開
示
請
求
方
法

受
験
票
と
運
転
免
許
証
等
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。

６

開
示
方
法

口
頭
に
よ
る
。

十
六

個
人
情
報
に
つ
い
て

受
験
手
続
に
よ
り
得
た
個
人
情
報
は
、
准
看
護
師
試
験
に
関
係
す
る
業
務
以
外
で
は
利
用
し
な
い
。

十
七

試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
看
護
班

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話
番
号
〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
六
五
四

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
及
び
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

令
和
三
年
十
月
一
日

一
五

大
分
県
報
（
公
告
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
八
月
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ム
ツ
ー
ア
イ

代
表
取
締
役

村

井

英

明

大
分
市
大
字
宮
崎
四
百
十
六
番
地

五

落
札
金
額

一
億
三
千
二
十
一
万
八
千
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

総
合
運
転
者
管
理
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

大
分
市
大
字
松
岡
六
千
六
百
八
十
七
番
地

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
九
月
十
三
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
大
分
支
店

支
店
長

冨

森

章

裕

大
分
市
東
春
日
町
十
七
―
十
九

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

七
千
二
百
八
十
九
万
七
千
四
百
四
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

令
和
三
年
十
月
一
日

一
六

大
分
県
報
（
公
告
）


